
○疋田砕石二上採石場拡張事業 

 （事業概要） 

環境影響評価実施根拠 奈良県環境影響評価条例 

事業種類 土石採取事業の変更の事業 

事業規模 拡張区域の面積 約 14.96ha 

事業実施者 疋田砕石(疋田倫一） 

事業実施場所 奈良県香芝市、葛城市 

関係地域を所管する市町村 奈良県香芝市、葛城市、大阪府柏原市、羽曳野市、南河内郡太子町 

 (手続状況） 

 ・方法書 

方法書提出 平成２３年１０月１７日 

方法書公告 平成２３年１０月１８日 

方法書縦覧期間 平成２３年１０月１８日～１１月１７日 

方法書に対する意見書提出期間 平成２３年１０月１８日～１２月１日 

方法書に対する意見書数 ３通 

住民意見概要提出 平成２３年１２月２０日 

環境審議会へ諮問 平成２３年１２月２６日 

環境審議会答申 平成２４年３月９日 

方法書に対する知事意見 【別紙記載】 平成２４年３月１９日 

 ・準備書 

準備書提出 平成２５年５月１０日 

準備書公告 平成２５年５月１５日 

準備書縦覧期間 平成２５年５月１５日～６月１４日 

準備書に対する意見書提出期間 平成２５年５月１５日～６月２８日 

準備書に対する意見書数 ０件 

住民意見概要等提出 平成２５年７月２日 

環境審議会へ諮問 平成２５年７月２日 

環境審議会答申 平成２５年１０月１８日 

準備書に対する知事意見 【別紙記載】 平成２５年１０月３０日 

 ・評価書 

評価書提出 平成２６年３月１７日 

評価書公告 平成２６年３月１８日 

評価書縦覧期間 平成２６年３月１８日～４月１７日 

 

 

 



 

 (環境審議会審議経過） 

 ・方法書 

第１回環境影響評価審査部会 平成２３年１２月２７日 

第２回環境影響評価審査部会 平成２４年１月２０日 

第３回環境影響評価審査部会 平成２４年２月２３日 

環境審議会 平成２４年３月３０日 

 ・準備書 

第１回環境影響評価審査部会 平成２５年７月２５日 

第２回環境影響評価審査部会 平成２５年８月２０日 

第３回環境影響評価審査部会 平成２５年９月９日 

環境審議会 平成２５年１０月１８日 
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疋田砕石二上採石場拡張事業に係る環境影響評価方法書についての意見

二上採石場拡張事業に係る環境影響評価方法書について、環境保全の見地から下記のとお

り意見を述べる。

記

１ 大気質、悪臭について

ア 大気測定は 1地点となっており、バックグラウンドに重点を置いた調査となっている
が、既存施設の影響を考慮した調査を追加し、複数地点での調査、予測・評価を行うこ

と。

イ 大気の測定地点で行う気象観測データで、特に卓越風などを大気汚染物質の拡散予測

に生かした予測・評価を行うこと。

ウ 本事業で最も懸念される環境影響の 1つに粉じん、降下ばいじんがあげられるため、
既存施設での調査、住民との対話等を踏まえて、粉じん、降下ばいじんを抑制する効果

的な対策を環境影響評価準備書（以下、「準備書」という。）に記載すること。

エ 悪臭の予測・評価については類似事例や事前の調査を踏まえ、基本は臭気指数を中心

に、調査すべき悪臭物質があれば調査するというメリハリをつけた調査を行うこと。

オ 悪臭の予測評価について、この地域が特定悪臭物質による規制なのか、臭気指数によ

る規制なのかを準備書に記載すること。

カ 悪臭の予測評価においては既存施設の影響を考慮した調査を行い、必要な対策を準備

書に記載すること。

２ 騒音・振動・低周波について

騒音・振動・低周波の予測にあたっては、技術指針を参考にするだけでなく地域特性

を加味した類似の方法で予測・評価を行うこと。

３ 水質について

ア 事業実施区域周辺の河川のみでなく、事業実施区域内の調整池の濁りの状態を調査項

目として追加し、予測・評価を行うこと。

イ 下流に対する影響を軽減することを踏まえた調査、予測・評価を行うこと。

ウ 調整池では富栄養化の問題が生じる可能性があるので、富栄養化に対する環境保全措



置を検討し、準備書に記載すること。

４ 動物、植物、生態系について

ア 周囲の概況の記載について、既存資料を引用するだけでなく、元の文献を調べ、重要

性を検討した上で準備書に記載すること。

イ 調査にあたっては、事前調査の状況を十分踏まえて、適切な調査地点を選定すること。

ウ 修景緑化について種子吹き付けで植生回復するというのは問題となっている手法であ

るので、国定公園内であることを十分考慮して、種子吹き付け手法はとらず、できるだ

け地域の苗木等を極力使用して周囲の森林植生と調和する緑化を行うこと。

５ 景観について

ア 採石途上については、採石場西側の登山道からの見え方を十分考慮し、作業に必要と

なる機器・設備・施設の配置方法を検討した上で予測・評価を行うこと。

イ フォトモンタージュ作成の際には、採石終了後の修景について人工的な景観とならな

いよう、周囲の自然・山に調和するような具体的な植栽計画を示して、予測・評価を行

うこと。

ウ 主要な眺望点の選定においては、地点選定の基準を示し、可視・不可視を含めた調査、

予測・評価を行うこと。

エ 遠景からの調査を行い、可視・不可視を含めた予測・評価を行うこと。

６ 文化財について

事業実施区域周辺地域はかつてサヌカイト石や金剛砂の産出によって日本古来の先端

技術のメッカとなった地域であり、また古代の寺院や古墳の石室の石を切り出した地域

でもあるので、地域の歴史性について調査し、準備書に記載すること。

７ 廃棄物について

ア 樹木の伐採等の建設工事に伴う副産物および施設の稼働による廃棄物については、調

査項目として追加し、的確な調査、予測・評価を行うこと。

イ 本事業による影響を分かりやすくするために、既存の廃棄物中間処理場に搬入される

廃棄物の量、種類、処理方法を明確にし、既存施設を含めた調査、予測・評価を行うこ

と。

８ その他

ア 環境影響評価に際しては、周辺住民の意向を配慮するとともに、準備書は専門的内容

が多く、かつ、膨大な量になる可能性があることから、その作成に当たっては、住民な

どに分かりやすい表現や説明となるよう検討し、実施すること。

イ 環境影響評価の手続きを実施するにあたり、対象事業実施区域及び周辺において、予

測及び評価又は環境保全措置の検討に資するため、最新の文献その他の資料を入手し、

準備書に反映させること。

ウ 環境影響評価を行う過程において、環境への影響を及ぼす新たな事情が生じた場合は、

必要に応じて選定された項目及び手法を見直し、又は追加的に調査、予測・評価を行う

こと。

エ 年次報告等事後の調査報告については、準備書に記載して行うこと。






